
『年末年始無災害のための安全宣言＆
監督署手続き関係説明会』の開催案内

本年も１２月１日より『年末年始無災害運動』が全国で展開されます。
古川労働基準監督署管内の本年１月～９月までの労働災害発生状況では、死亡災害はゼロ件、休
業４日以上の死傷者数は１７９件となっており、前年同時期と比較すると減少にはあるものの災害ゼロ
とはなっておりません
１２月は師走でもあり、何かと気ぜわしい時期ですが、新年を笑顔で迎えられるよう、各事業場での安全
点検と安全操業をおねがいいたします。

また、令和７年１月からは「労働者私傷病報告」「各種健康診断の実施結果報告」等が、電子申
請に義務化となります。

尚、健康診断個人結果における有所見者率も６割以上と上昇傾向にあり、特に労働者の中・高年
齢層には人手不足の昨今、健康で生き生きと長く働いていただくためには自律的な健康確保も必要とな
ります。

労働行政の変化に対応いただくことを考慮し、今回の安全宣言と説明会を開催することとしましたので、
多くの会員事業場殿に積極的に参加いただきますよう宜しくお願いいたします。

１ 開催日時・開催場所

開催日時：令和６年１１月２５日（月） １３：００～１５：００

場 所：大崎建設産業会館 ２階大会議室

大崎市古川旭４丁目３－２４ TEL：０２２９－２２－０７１８

〔※駐車場は南隣の大崎市総合体育館駐車場をご利用ください〕

２ 内容・講師

宮城労働基準協会古川支部
公 益

社団法人

内 容 等

開会挨拶 労働基準協会古川支部 木田支部長

年末年始無災害運動に向けての
安全宣言 (５分)

労働基準協会古川支部
安全管理部会 代表者

労働行政説明
(20分)

古川労働基準監督署
署長 相澤 隆之 様

電子申請義務化の説明
・労働者私傷病報告
・各種健康診断後の結果報告
・安全管理者、衛生管理者等の選任
報告等 （45分）

古川労働基準監督署
安全衛生課長 新野 正樹 様

労災二次健康診断等給付に係る説明
・制度の概要と手続き方法等（45分）

古川労働基準監督署
労災課長 正満 大祐 様



宮城労働基準協会古川支部
公 益

社団法人

６ 申込方法・締切日

参加申込書へ必要事項を記入の上、宮城労働基準協会 古川支部へmailまたは
FAXにて１１月１５日（金）までに申込みください

費 用：無 料

４ 参加料

３ 受講対象

●事業場の経営層
●労務管理・安全衛生管理・健康管理等の担当部門の管理責任者並びに実務担当者等
●建設業や製造業等の現場の管理・監督者

５ 定員

定 員：８０名 （１社あたりの人数制限はありませんが、先着順で定員になり次第
受付終了）

７ 申込先

公益社団法人 宮城労働基準協会 古川支部

〒989-6117 宮城県大崎市古川旭４丁目３－２４
大崎建設産業会館 ３階

mail ：furukawa＠rouki.or.jp
ＴＥＬ：0229-23-2257
ＦＡＸ：0229-23-2259



『年末年始無災害のための安全宣言＆
監督署手続き関係説明会』 参加申込書

＜申込み先＞

〒989-6117
大崎市古川旭４丁目３－２４
大崎建設産業会館 ３階

公益社団法人 宮城労働基準協会 古川支部
mail ：furukawa@rouki.or.jp
ＴＥＬ ：０２２９－２３－２２５７
ＦＡＸ ：０２２９－２３－２２５９

宮城労働基準協会 古川支部 行き

事業場名

所 在 地

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

連絡担当者部署名

連絡担当者氏名

アカウント取得の有無
(有・無へ〇をつけ、
既に有りの場合は該
当の□へレ点)

電子申請時に必要なアカウントの有無と種類

有：□e-Govアカウント □GビズID □Microsoft
□Google

無

所属部署名 役職名 参加者氏名

【参加者】１社あたりの人数制限はありません

締 切 日：１１月１５日(金)必着

申込方法：下記のmailアドレスま
たはFAXへ送信
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